
第八号様式　〔第23条の６、第23条の10関係〕

内山　直久

令和7年10月10日

静岡県賀茂郡東伊豆町稲取９７０番地

稲取港岸壁～稲取港岸壁
航路の起点、寄港地
及び終点又は航行す
る 水 域

係留施設の名称及び
位 置

稲取港岸壁
静岡県賀茂郡東伊豆町稲取３３５２番地

住 所

代 表 者 の 氏 名
（ 法 人 の 場 合 ）

氏 名 又 は 名 称

一 般 不 定 期 航 路 事 業 者 登 録 簿

東海一不第45号登 録 番 号

登 録 年 月 日



第八号様式　〔第23条の６、第23条の10関係〕

使用する船舶に関する
事項

稲 荷 丸 12 241-21324


